
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆解雇等無効判決後の復職割合 

解雇・雇止め訴訟の判決において解雇等が無効とされ

た場合の復職割合は次のようになっています。 

・復職した 37.4％・復職せず 54.5％・不明 8.1％ 

復職しなかった理由としては、復職後の人間関係に懸

念があるとした人の割合が 38.9％と最多でした。また、

復職後に不本意退職となった労働者の退職理由では、

「使用者からの嫌がらせ」（16.2％）が最多でした。 

◆多くのケースで和解案拒絶 

一方、判決で終局した事案で、判決までの過程で裁判

所から示された和解案を拒絶したのは 86.5％に上っ

ており、その内訳は次のようになっています。 

・労働者側が拒絶 45.0％ 

・使用者側が拒絶 21.3％ 

・労使双方が拒絶 33.8％ 

労働者側の拒絶理由は、「合意退職の和解案だったが、

労働者が復職を希望」（34.7％）、「合意退職の和解案だ

ったが、解決金額が低かった」（30.6％）、「合意退職の

和解案だったが、解雇無効を確信」（22.3％）となって

います。また、使用者側の拒絶理由は、「合意退職の

和解案だったが、使用者が金銭支払を希望せず」

（19.4％）、「地位確認の和解案だったが、使用者が復

職を希望せず」（15.3％）、「合意退職の和解案だったが、

解決金額が高かった」（13.9％）となっています。 

 

 

 

 

高年齢者雇用安定法による 65歳までの雇用確保義務 

の経過措置は、2025 年３月に終了します。2025年４

月からは、65 歳までの「定年引上げ」「継続雇用制度

の導入」「定年廃止」のいずれかの雇用確保措置が全 

 

 

 

 

 

 

 

企業の義務になります。エン・ジャパン株式会社は、

運営するミドル世代のための転職サイト『ミドルの転

職』で 35歳以上のユーザーを対象に「65歳までの雇

用確保の義務化」についてアンケートを実施し、結果

を公表しました。 

◆「65 歳までの雇用確保の義務化」認知度は約６割。

「70歳までの努力義務化」は約５割 

「2025 年４月から、継続雇用を希望する「65 歳まで

の雇用確保」が、全企業に「義務化」されることをご

存知ですか？」の質問に、59％が「知っている」と回

答しています（よく知っている：14％、概要だけ知っ

ている：45％）。また、70歳までの雇用確保が企業の

努力義務化することを知っているかと質問すると、

47％が「知っている」と回答しました（よく知ってい

る：11％、概要だけ知っている：36％）。 

◆「65 歳・70 歳までの雇用確保」に賛成、「61 歳以

降も働きたい」は約９割 

「「65歳・70歳までの雇用確保」のほか、働く意欲が

ある高年齢者が働きやすい環境整備を国が進めてい

ますが、そのことに関して賛成しますか？反対します

か？」の質問には、88％が「賛成」と回答しています

（賛成：48％、どちらかといえば賛成：40％）。 

「61歳以降も働きたい」と回答したのは 88％で、「あ

なた自身は、何歳まで働きたいと思いますか？」の質

問には、「66 歳～70 歳まで」が 35％で最多でした。

長く働きたい理由の上位は「健康・体力維持のため」

「年金だけでは生活できないから」で、いずれも 15％

でした。 
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業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 

解雇等無効判決後、職場復帰する 

労働者はどのくらい？ 

～労働政策研究・研修機構の調査から 

令和７年４月施行の「65歳までの雇用 

確保の義務化」、認知度は約６割 

～エン・ジャパンのアンケート調査より 


